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①

外国に住む相続人が取得した財産

Q:先日、父が死亡しました。相続人は、

母と私の2人ですが、私は5年程前から転勤

でアメリカに住んでいます。

ところで、私は、日本国内にある土地のほ

か、外国の公債や、日本に本店のある銀行の

外国にある支店に預け入れた預金を相続した

のですが、全てに相続税はかかりますか。

ヱヘ亜日本国内にある土地は相続税の課税対

象になりますが、外国の公債と外国の支店に

預け入れた預金は課税対象になりません。

【解説】
Ｑ
Ｃ

相続や遺贈によって財産をもらった人で、

日本国内に住所がない人を制限納税義務者と

いいます。制限納税義務者については、もら

った財産のうち、日本国内にある財産にだけ

相続税がかかります◎

財産の所在の判定は、その財産をその相続

又は遺贈により取得した時の現況により、次

のように定められています。

(1)不動産･･その所在

(2)預貯金等･･その預貯金等の受入れをした営

業所又は事業所の所在

(3)国債・地方債･・日本国内（ただし外国の発

行する公債はその外国にあるものとする）

ご質問の場合、あなたが相続した財産のう

ち日本国内にある土地は相続税の課税対象と

なります。しかし、外国公債は、その公債の

発行国にあるものとされますし、外国の支店

に預け入れた預金は、その預金の受入れをし

たその外国支店の所在地にあるものとされま

すので、相続税の課税対象となりません。


